
学生の修学、進路選択及び心身の健康等に関する支援 

a.学生の修学に係る支援に関する取組 

本学の学修支援体制を支えるものとして、「チューター教員」「アカデミックアドバイザ

ー教員」「学生支援センター 学修支援部門」が挙げられる。 

 チューター教員は、学修や学生生活に関する全ての相談に対応する教員である。 

アカデミックアドバイザー教員は、教務部長及び学生部長がその役割を担っており、主

に、単位修得状況から生じる学修や生活面に関する支援や、チューター教員から特別な指導

や支援の依頼がなされた学生への支援等を行っている。 

留年となった学生に対しては保護者を交えた面談を行い、安易に退学に繋がらないよう、

彼らの今後の学修や学生生活に対する不安を聴取し、個々に応じた支援を行っている。休学

する学生に対しては、休学中に大学から完全に離れてしまうことがないよう、定期的に学修

支援や面談を行っている。講義の欠席が目立つ学生や学業不振学生に関しては、早期に面談

を行い、留年や学業不振へつながることのないよう、チューター教員や学生支援センター学

修支援部門により、個人に合わせた学修指導を行っている。 

「学生支援センター」の学修支援部門は、学生の主体的・能動的学修姿勢を育成、学年 

横断型グループワーク学修会の確立を支援するなど、学修意欲及び学修理解の向上、学修 

コミュニティー形成の醸成を目指す部門として活動しており、定期的な学修会、リメディ 

アル教育、面談等を実施している。特に、留年生や成績不振者、授業態度等が気がかりな 

学生の個別の状況を確認のうえ、学生に合わせた支援を提案し、チューター教員とも連携 

しながら支援が途切れないようにしている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

本学のキャリア支援は、キャリア支援担当組織である「学生支援センターキャリア支援部

門」及び各学生の担当チューター教員による支援体制を整えている。 

学生支援センターのキャリア支援部門では、部門員が進路選択への個別の相談対応や就

職・進学活動への支援を行っている。また、チューター教員においても、学生一人ひとりの

個性や適性、ニーズに応じ、相談対応や助言、履歴書添削や面接練習などの個別支援を行っ

ている。 

教育課程外でのキャリア講座は、学内の学生支援組織である「学生委員会」及び「学生支

援センター・キャリア支援部門」により、学年ごとに、以下に述べる講座の企画や運営を行

っている。各学年（1～4年生）に対しては、毎年 4月の新年度オリエンテーション時に、進

路ガイダンスを実施しており、学生が自身のキャリアを具体的に考え、主体的な進路選択を

支援する機会としている。 

1年次には、自らのライフプランを考え、自身の理想とする将来を描くことを目的とし

た、「ライフプランセミナー」を実施、2年次には、自分らしいキャリアデザインを描く機

会とするための「キャリアデザイン講座」を実施している。就職活動が本格化する 3年次に

おいては、卒業後の進路に対する相談・助言体制の一貫として、実習病院である聖マリア病

院と連携し、先輩看護師による講話や病棟説明会を実施している。説明会では、身近なキャ

リアモデルと触れ、将来について先輩看護師に相談することで、自身のキャリア形成を具体

的にイメージする機会としている。 

加えて、3、4年生を対象とし、福岡県看護協会長による講話を実施し、医療・看護を取り

巻く現状と課題やキャリアアップ等について理解を深める機会としている。 

この他、学外専門講師による就職対策講座として、「就活スタート講座、自己分析講座、

履歴書・小論文・面接対策講座」を看護学部 3年生対象に実施している 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

本学における主な学生支援体制として、一人ひとりの学生に教員を配置する「チューター

制度」を設けている。チューター教員の役割は、学修、生活、進路などの学生生活全般の支

援となっている。チューター教員は学生に定期的な面談を実施し、欠席の目立つ学生や心身

不調の学生、学修に苦手さのある学生等に対しては、早期に学生支援センターや学内カウン



セリングへつなぎ、連携しながら支援を継続している。 

学生が健康を保持増進し、健康問題や保健の課題に対処するため、「健康管理センター」

が設置されており、健康診断の企画運営や健康診断後のフォローアップ、健康相談対応を行

っている。また、心身の健康維持・管理への支援の 1つとして「保健室」を設置し、体調不

良時や怪我等の際には学校医が診察し、健康管理センター作成の担当表に基づき昼休み時間

は看護師免許を有する教員が交代で待機し、適宜、対応している。 

学生の心的支援として、「学生相談室」が設置されており、学生の学業の悩み、心身の健

康、家庭での心配事、対人関係等様々な問題へ対応している。公認心理師・臨床心理士の資

格を有する非常勤の相談員を採用し、毎週水曜日又は金曜日の 13時～17 時の時間帯で個別

相談に対応している。また、相談日以外の学生の相談は学生課が相談員に連絡をとり対処し

ている。 

 


